


	令和８年度　真庭市木材活用リノベーション等事業補助金
　申請書・実績報告書等の作成にあたっての補足説明資料



＜交付申請時＞
●交付申請書の提出日
・工事着手（木材発注）予定日の１０日前までに。
・着手日は、交付決定通知書受理後で、真庭産材の正式発注日とする。（事前に見積をとることは〇。補助対象施設の一部解体等は○）

●対象となる物件
・別表（第４条関係）に記載。不明なものは必ず事前に相談すること。

●対象となる木材
・真庭産材等には、「集成材」や「ＣＬＴ」を含む。

〇様式第１号　交付申請書
３　事業計画
・土地・建築物の所有者が異なる場合は、参考書式１を添付すること。
・工事内容　対象物件や工事内容等を具体的に記載すること。

[bookmark: _Hlk157782831]４　収支計画
・支出合計には「真庭産材等の購入費等（加工費・運搬費を含む）」を記載すること。
・収入の申請者負担金は、合計から市補助金を引いた額とする。

５　添付書類
〇様式第２号　確約書
・申請者の押印が必要。

〇市税の完納証明書の取得
真庭市が実施する事業について、市税の完納証明書を必要としている。

〇建築確認済証または建築工事届
・不要な場合は、その旨を申請書に必ず鉛筆書きで記載すること。

〇法人の履歴事項全部証明書、個人事業主の確定申告書
・当該年度内の２回目以降の申請について提出を不要とする。

〇真庭産材納材内訳書（別紙１）
・加工費や運搬費を含まない、真庭産材等の購入費を記載すること。

〇土地・家屋の登記簿
・登記事項証明書は、できるだけ新しいものを用意すること。（要相談）

〇固定資産　土地・家屋課税明細書
・６月以降は、新しいものを提出すること。
・相続登記ができない場合は、市が認めた固定資産税の納税管理人を所有者とみなす。

〇平面図と写真
・真庭地区木材組合が用意した写真台帳を使用すること。
・写真台帳に、写真の撮影日を記載しておくこと。
・申請時には平面図に写真番号と撮影方向を記載しておくこと。

〇参考書式１
・リノベーション等工事を行おうとする建築物等または当該建築物等が立地する土地の所有者と、当該物件の使用者が異なる場合には承諾書を提出すること。

＜事業着手＞
・補助金交付決定日以降に事業着手（木材を発注）すること。


＜実績報告時、請求時＞
・実績報告書等は、遅くとも令和９年２月２６日（金）までに提出すること。
（請求書は３月１１日（木）までに。）

〇様式第６号　実績報告書
・添付書類の「支払いを証する書類の写し」とは、振込通知書等の写しで可能。
・写真は施工前と施工後がわかりやすくするため、同じ方向から撮影すること。

〇別紙２　事業実績書
・事業の内容を具体的に記入すること。
・加工費や運搬費を含む、真庭産材等の購入費を記載すること。

〇様式第７号　使用・納材証明書
・製材（納材）業者の会社代表者の印、県産材サポーターの印　が必要

〇別紙３　真庭産材等納材実績書
・加工費や運搬費を含まない、真庭産材等の購入費を記載すること。

〇請求書
・様式第９号　請求書・・・「令和　　年　　月　　日付け、真地区木第　　　－　　号で確定のあった」と書いてあるが、ここには確定通知書の番号を必ず記入すること。
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